
BEPS News 
 
 

www.pwc.com/jp/tax 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OECD・BEPS 行動 8 

評価困難な無形資産（HTVI）に関する実施

ガイダンスの公表 
 
July 2018 

In brief 

2018 年 6 月 21 日、評価困難な無形資産（HTVI）についての移転価格ルール策定に係る報告書（HTVI レ

ポート）（注 1）が、OECD から公表されました。HTVI を巡る問題は、BEPS 行動 8‐10「移転価格税制と価値

創造の一致」に係る最終報告を受けて検討が続けられていたもので、今次レポートの内容は新たなガイダン

スとして OECD 移転価格ガイドライン第 6 章の annex となっています。 

本ガイダンスは、評価困難な無形資産に関するアプローチ（HTVI アプローチ）の適用の原則に係る当局向

けガイダンスとして策定され、各国税務当局にその理解と適用のための共通基盤を提供することによって、経

済的二重課税のリスクを減少させることが意図されています。なお、HTVI アプローチでは、情報の非対称性

への対応として、税務当局は、事前の価格取決めの適切性についての検討のために事後的な結果を推定証

拠として用いることが可能とされますが、納税者は、取引時の価格算定方法に係る信頼性ある情報を提示す

ることによって、これへの反証が可能とされます。 

また、HTVI アプローチについては、国内法や条約を考慮しつつ、納税者にとって確実性を増し、二重課税リ

スクを軽減する方法で適用されるべきであり、税務当局はできるだけ早期に HTVI 取引の特定等を行うべき

であるとされています。これは HTVI の譲渡等と収益発生との間にタイムラグがあること等への対応となるもの

であり、各国が調整可能期間制限の修正等の国内的措置をとることも妨げないとされています。 

更に、本ガイダンスでは、HTVI アプローチの適用について、設例を用いた説明がなされており、また、紛争

の予防・解決のための相互協議の活用についての説明も加えられています。 

 

 

In detail 

2018 年 6 月 21 日、BEPS 行動 8（無形資産取引に係る移転価格ルール）における評価困難な無形資産

（HTVI：Hard-to-Value-Intangibles）に係る移転価格ルール策定についての報告書が、OECD から公表され

ました。これは、BEPS 行動 8－10 最終報告（2015 年 10 月）を受けて改訂された OECD 移転価格ガイドライ

ン第 6 章（無形資産）のセクション D.4（評価困難な無形資産）において記載された HTVI アプローチの実施

についての追加のガイダンスであり、第 6 章の annex となるものですが、この間、討議草案（注 2）の公表

（2017 年 5 月 23 日）などによって検討が続けられ、この HTVI レポートの公表については、現在 110 カ国以

上からなる BEPS 包摂的枠組（Inclusive Framework）において事前の承認が得られています（2018 年 6 月 4

日）。 
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HTVI アプローチの下では、HTVI（注 3）については、納税者と税務当局との間における情報の非対称性等

によってとりわけ BEPS（税源浸食利益移転）の懸念が生じることから、これに該当する場合には、事後的結果

（ex post outcomes）を事前の価格設定取決め（ex ante pricing arrangements）が適正に行われていなかった

ことの推定証拠（presumptive evidence）として、これを用いて調整を行う権限が税務当局に認められています。

ただ、HTVI の取引開始時における種々の状況の検討もなされることから、いわゆる後知恵（hindsight）が使

われる状況とは区別されるべきとされ、例えば、事後的事象発生の蓋然性の考慮等、納税者からの立証によ

って、この推定が破られて、HTVI アプローチの適用が免除される可能性があります（注 4）。すなわち、これら

の検討を行うことによって、取引時における独立企業間での価格取決めの判定がなされるということです。本

ガイダンスでは、このような基本的考え方について改めて記述がなされるとともに、税務当局間の執行の一貫

性を確保し、それによって二重課税リスクの軽減を図ることを、その目的とすることが示されています。なお、

HTVI アプローチの具体的免除事項等については、実務上の経験を踏まえて、2020 年までに改めて検証が

なされる予定です。 

 

また、HTVI アプローチでは、HTVI の特徴から、その譲渡等の取引時からその利用等による収益発生等の

結果判明時までにかなりのタイムラグがあり得ることが、税務上の処理を行う際の問題として認識されています。

本ガイダンスでは、税務当局は、制度適用可能期間の制限に係る国内法や条約枠組の検討、HTVI 取引の

早期把握や早期行動等に取り組むべきとされ、HTVI 取引に係る情報申告制度の導入や一般の更正期間制

限の修正等を行うことも妨げない、とされています。 

 

HTVI アプローチの適用に基づく移転価格の調整については、税務当局は適切な調整方法を採ることができ

るとされ、納税者自身が適用したものとは異なるものでも、独立企業が適用したであろう代替的価格ストラクチ

ャーを反映した方法（マイルストーンペイメント、ランニングロイヤルティー、価格調整条項、等）を採ることがで

きるとされています。 

 

また、HTVI アプローチの適用による調整について、設例に基づいた説明もなされています。設例 1 では、開

発途中の医薬品に係る特許を関連会社に一括払いで譲渡し、当該関連会社において早期の商業化がなさ

れたものの、納税者が、当初の価格設定が早期の商業化の可能性も考慮に入れてなされていること、及び、

特許の譲渡時にはこのことが予見不可能であったことを説明できない場合には、税務当局は、HTVI アプロ

ーチに従い、実際の売上を推定証拠として用いて特許の譲渡価格を評価し、当該評価額と当初の譲渡価額

との差額を追加の課税所得として調整することができるとされています。一方、この場合においても、実際の

売上を推定証拠として特許の譲渡価格を評価したところ、当初の譲渡価格との差額が 20％を超えない場合

は、適用除外規定に当てはまるとされています。 

 

また、設例 2 では、前提事実は設例 1 と同様ですが、実際の売上が当初の予測より大幅に上回っている場

合に、納税者は、当初の価格設定がこの予測を大幅に上回る売上の可能性も考慮に入れてなされていること、

及び、この予測を大幅に上回る売上げについて特許譲渡時には予見不可能であったことを説明できない場

合には、税務当局は、HTVI アプローチに従い、実際の売上を推定証拠として用いて特許の譲渡価格を評価

し、当該評価額と当初の譲渡価額との差額を追加の課税所得として調整することができるとされています。ま

た、特定の無形資産の第三者への譲渡の対価として、譲渡時一時払いとその後の追加払いの組み合わせが

一般的な慣行として認められる場合には、代替的な価格調整として、追加の代金支払いとしての調整も可能

であるとされています。 

 

本ガイドラインでは、HTVI アプローチについても、条約相手国との事前確認（APA）による紛争予防及び相

互協議（MAP）による紛争解決が図られるべきことが明確にされています。すなわち、移転価格ガイドライン第

4 章で詳述されている APA は、確実性（certainty）のレベルを向上させ、二重課税の蓋然性を低下させ、移

転価格紛争の事前予防となり得るものであり、また、行動 14 最終報告書（紛争解決メカニズムの効果的実施）

では、二国間 APA がベストプラクティスとして推奨され、APA のロールバックも行われ得るとされている、と述

べられています。紛争解決については、HTVI アプローチの適用により二重課税が生じる場合には、本ガイダ

ンスは、OECD モデル条約 25 条及び同コメンタリー並びに行動 14 最終報告との関連で解釈されるべきであ

り、また、条約に適合しない課税を受けるに至らなくとも、その蓋然性があれば相互協議手続を開始できること

によって、タイムラグへの懸念の軽減及び二重課税未解決事案の減少となる可能性がある、とされています。 
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（注 1） 

“Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to Hard-to-Value Intangibles” (Inclusive 

Framework on BEPS: Action 8) (June 2018: OECD) 

 

（注 2） 

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/BEPS-implementation-guidance-on-hard-to-value-intangibles-discussion-

draft.pdf 

 

（注 3） 

評価困難な無形資産（HTVI）は、関連者間での取引時点における次の無形資産を対象とする、とされています。（OECD

移転価格ガイドライン第 6 章セクション D.4 パラ 6.189） 

(i) 信頼できる比較対象取引が存在しない、かつ、 

(ii) 取引開始時点において、譲渡された無形資産から生じる将来のキャッシュフロー若しくは収益についての予測、

または無形資産の評価で使用した前提が非常に不確かで、譲渡時点で当該無形資産の最終的な成功の水準に

係る予測が難しいもの 

 

（注 4） 

次の適用免除規定のうち一つでも当てはまる場合には、HTVI アプローチは適用されないとされています。（同パラ 6.193） 

 

i) 納税者が次の証拠を提出する場合 

1. 価格設定のためにどのようにリスクを計算したか（例えば可能性のウェイト付）、合理的に予見可能な事象または

他のリスクおよびその発生の可能性に関する検討の適切性を含む、価格設定取決めを決定するために譲渡時

点で使用された事前の予測の詳細、 

および 

2. 財務上の予測と実際の結果の大きなかい離が、a)価格設定後に生じた予見不可能な進展または事象であって、

取引時点では関連者が予想することはできなかったもの、または b)予見可能な結果の発生可能性が実現し、そ

の可能性が取引時点で著しく過大評価でも過少評価でもなかったことによるものであるという信頼性のある証拠 

ii)  当該 HTVI の譲渡が、対象期間において譲渡者および譲受者の所在地国間で有効な二国間または多国間の

APA によってカバーされている場合 

iii) 上記ⅰ）2 で述べた財務上の予測と実際の結果の大きなかい離が、当該 HTVI の対価を、取引時点で設定した

対価の 20％を超えて減少または増加させる効果を持たない場合 

iv) 非関連者からの当該 HTVI に係る収入が初めて生み出された年から 5 年の商業期間が経過し、当該期間におい

て、上記ⅰ）2 で述べた財務上の予測と実際の結果の大きなかい離が、当該期間に係る予測の 20％を超過しな

い場合 

  

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/BEPS-implementation-guidance-on-hard-to-value-intangibles-discussion-draft.pdf
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/BEPS-implementation-guidance-on-hard-to-value-intangibles-discussion-draft.pdf
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Let’s talk 

より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては、当法人の貴社担当者もしくは下記までお問

い合わせください。 

PwC 税理士法人  
〒100-6015 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号 霞が関ビル 15 階 
電話 : 03-5251-2400（代表）  

Email: pwcjapan.taxpr@jp.pwc.com 

www.pwc.com/jp/tax 
 

パートナー  

高野 公人 

080-1114-4491 

kimihito.k.takano@pwc.com 

 

顧問  

岡田 至康 

03-5251-2670 

yoshiyasu.okada@pwc.com 

 

パートナー  

黒川 兼 

03-5251-2457 

ken.kurokawa@pwc.com  

ディレクター  

藤澤 徹 

080-9707-7045 

toru.fujisawa@pwc.com 
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